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茅ヶ崎公園体験学習センターの管理運営に関する事務

青少年課体験学習センター教育推進部

 平成31年1月に開館した茅ヶ崎公園体験学習センター「うみかぜテラス」において、貸

館事業を実施し、市民の活動の場、交流の場、憩いの場を創出します。

 貸館事業については、18の貸室及び附帯設備（有料）を貸し出し、娯楽室、学習室、親

子フリースペース、屋外広場・テラス等のフリースペースを開放します。有料の貸室利用

には団体登録が必要となるため、登録申請を受け付け、予約方法、利用方法を案内しま

す。

 体験学習センターの延べ床面積は、3,296.42㎡と規模の大きな施設であることから、機

械警備、清掃、法定点検を一括した総合管理業務を委託します。定期点検のみならず、常

時、施設内外を巡回し、維持・管理を行います。

 なお、体験学習センターは広域避難場所である茅ヶ崎公園内に位置し、有事には津波一

時避難施設、二次避難所として市民の皆さまを受け入れます。

利用団体登録申請受付
有料施設・設備の貸し出し
各種フリースペース等の貸し出し
利用登録・施設予約・利用相談

8月 9月
10

月
4月 5月 2月 3月6月

申請等受付
申請等受付
申請等受付

相談・問合せ対応

11

月

12

月
1月7月

総合管理（機械警備、清掃、法定点検）
館内点検、維持・管理、修繕
優先利用・減免に係る連絡・調整
施設利用方法等の周知（情報発信）
防火管理、地震・津波対策
勤務シフト調整

維持・管理
維持・管理

庁内調整・会議
周知・広報
災害対応

事務作業全般



あり

・茅ヶ崎市都市公園条例

（有料公園施設）

第７条

２ この条例に定めるもののほか、有料公園施設の管理については、第２４条第１号に規

定する指定管理公園施設を除き、茅ヶ崎市営体育施設条例（昭和３８年茅ヶ崎市条例第１

７号）、茅ヶ崎公園体験学習センター条例（平成３０年茅ヶ崎市条例第３７号）、茅ヶ崎

市営水泳プール条例（昭和３５年茅ヶ崎市条例第１３号）、茅ヶ崎市茶室・書院条例（平

成３年茅ヶ崎市条例第１２号）及び茅ヶ崎市氷室椿庭園条例（平成３年茅ヶ崎市条例第１

６号）の定めるところによる。

・茅ヶ崎公園体験学習センター条例

（趣旨）

第１条 この条例は、茅ヶ崎市都市公園条例（昭和５９年茅ヶ崎市条例第４号）に定める

もののほか、茅ヶ崎公園に設置された体験学習施設（次条において「体験学習施設」とい

う。）の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

※関連する計画・規定等

・海岸青少年会館・福祉会館複合施設再整備基本計画

・（仮称）茅ヶ崎公園体験学習施設の管理運営の基本的な考え方
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茅ヶ崎公園体験学習センターにおける自主事業

教育推進部 青少年課体験学習センター

 平成31年1月に開館した茅ヶ崎公園体験学習センター「うみかぜテラス」において、施

設特有の設備や周辺環境を効果的に活用し、多種多様な事業を実施します。

 事業の実施に当たっては、さまざまな学びや体験を通じ、子どもから高齢者まであらゆ

る世代の交流促進を目指します。

 事業の実施形態は対面型を基本としつつ、オンラインを併用します。また、施設の登録

団体との連携を意識した事業を展開します。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月9月

10

月

11

月

自主事業の企画 検討
自主事業の運営・実施 市民等向け研修・講座



なし
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茅ヶ崎公園体験学習センターの運営手法の見直しに関する事務

教育推進部 青少年課体験学習センター

 専門性の高い施設管理業務を効果的かつ効率的に行うため、令和6年4月からの指定管理

者制度導入を目指します。

 令和4年度に実施したサウンディング調査、庁議や議会、利用者からの意見等を踏ま

え、令和5年度中に指定管理者の指定の手続きを行います。

 事業者選定後は利用者説明会等により指定管理者の周知を図ります。

 併せて、指定管理者に移行する諸事項について整理し、円滑に業務を引き継ぎます。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

選定等委員会 審議会

9月
10

月

11

月

例規の改正及び例規等審査会 庁内調整・会議
仕様書及び募集要項の作成 事務作業全般

指定管理者の公募 周知・広報
指定管理者の指定 庁内調整・会議
協定書の作成 事務作業全般
指定管理者への事務引継 事務作業全般



なし

・地方自治法

（公の施設の設置、管理及び廃止）

第２４４条の２ 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるも

のを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければ

ならない。

３ 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認

めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団

体が指定するもの（以下本条及び第２４４条の４において「指定管理者」という。）に、

当該公の施設の管理を行わせることができる。

４ 前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の

範囲その他必要な事項を定めるものとする。

・（仮称）茅ヶ崎公園体験学習施設の管理運営の基本的な考え方

・指定管理者制度導入に関する基本的考え方

・茅ヶ崎市公共施設等総合管理計画


